
委員会名：教学検討委員会　委員長：夏秋啓子 提出日 平成28年3月31日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 最終報告 達成度を判断する指標 課題及び改善事項

（平成27年6月当初計画) （平成27年10月末） (平成28年3月末） 平成28年度への継続有無

【背景・目標】
（１）平成２９年度に計画されている学部・
学科改組において、新設学科のカリキュラ
ム編成及び既設学科のカリキュラム改正を
行い、大学全体の教育課程の再構築を行
う。

●新学科および既設学科のカリキュラム改正案を、１０／１４（水）の学
長会に報告。学長の指摘を受けて、現在、各学科にスリム化への取組みに
ついて再検証を依頼中。（締切：１１／２０）
●各学部学科に、教育の目標、３ポリシー、履修モデルの提示を依頼中。
（締切：１１／２０）
●各学部学科とのＨ２９年度改正カリキュラムの最終調整を、１１月２０
日以降Ｈ２８年１月中に実施し、最終版の確定をＨ２８年２月に行う予
定。
●Ｈ２９年度改正カリキュラムに係る学則改正の教授会審議をＨ２８年２
月に予定。

一部
○

（仕掛中）

●新学科のカリキュラム編成は、文科省申
請に向けて大学改革推進室と協同して行
い、Ｈ２８年２月教授会に学則改正案を提
案・承認。これを受けて、文科省に対して
「Ｈ２９年度収容定員関係学則変更認可申
請書」をＨ２８年３月に提出済。
●既設学科のカリキュラムの最終案につい
て、Ｈ２８年１月に各学科長・主事と学務
部教務課とで調整会議を実施。その内容に
ついて最終取りまとめを終了。（４月関連
会議等に報告予定）
●Ｈ２９年度改正カリキュラムに係る学則
改正の教授会審議は、Ｈ２８年２月に新学
科の該当部分のみを先行審議済。既設学科
分の改正学則の教授会審議はＨ２８年４月
に予定

継続無

（２） すでに、大学及び各学部学科の３つ
のポリシーは示されているが、上記（１）の
教育課程の再構築にあたっては、特にカリ
キュラムポリシーの検証を行い、同ポリ
シーの実現に向けた教育課程の再構築を行
う。

●Ｈ２７年２月に、各学部、各所管等から、現行カリキュラムに対する問
題点の指摘・抽出を実施。（Ｈ２７年２月教学検討委員会に報告）
●Ｈ２９年度改正カリキュラムの編成方針の原則（スリム化、卒業要件表
の変更、専門教育の必修科目単位数の下限設定、ＣＡＰ制の変更、研究室
活動の３・４年次必修化等）に対する各学部学科の取組みについて、各学
部学科と確認・調整作業を実施。（Ｈ２７年９月～Ｈ２８年１月予定）
●Ｈ２９年度改正カリキュラムに、学内ＦＤ活動の取組み（ナンバリン
グ、アクティブラーニング、シラバス・授業評価、ＧＰＡ、英語教育の改
善）等の展開を検討中。（ＷＧにおいて活動中）

○
（仕掛中）

（２） 改組に伴う新設学
科・既設学科の新教育課程
表（平成２８年３月末）
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●３ポリシー及び履修モデ
ル（カリキュラムツリーへ
の展開も検討）の検証作業
をＨ２８年度前半も継続。
●学内ＦＤ活動の結果をＨ
２９年度改正カリキュラム
に反映させるための検討・
作業はＨ２８年度前半も継
続。

（３）学部学科の規模が拡大し、カリキュラ
ムの本数等が増えるため、現在の教学シス
テム全般の検証と、適切かつ効果的な新た
な教学運営の提案・実行を行う。

●Ｈ２９年度改正カリキュラムの編成基本方針を６月に決定。各学部学科
（厚木・オホーツクには学部長に個別説明済）に説明会を実施。各学部の
教学関係会議にも出向いて説明を実施。（Ｈ２７年６月）
●新学科及び既設学科のカリキュラム変更に伴う教職課程申請に係る学部
毎の説明会を実施。（Ｈ２７年６月）
●新たな教学システムの骨格の取りまとめについては、ＦＤ活動（ＷＧ活
動）の内容を中心に、Ｈ２９年度改正カリキュラムへの反映を目指して、
今後検討する。（Ｈ２８年１月～５月）

済
○

（仕掛中）

●Ｈ２９年度からの新たな教学運営（制度
変更等）について、新学科、既設学科のカ
リキュラム確定（承認）を終えてから検討
開始予定。（Ｈ２８年４月～）
●Ｈ２９年度カリキュラム編成方針にある
「他学科他学部聴講できる単位を３０単位
から１６単位に減ずること」に関連して、
他学科他学部聴講の履修者が極端に多い科
目（世田谷キャンパス各学部）に対して、
Ｈ２８年度、当該制度の対象外科目に指定
することついて、Ｈ２８年１月の教学検討
委員会で承認。

（３） 教学運営全般の改善
提案書（平成２８年５月
末）
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●Ｈ２９年度からの教学運
営全般の改善提案に対する
実行案の具体化について、
Ｈ２８年度前半も継続。

平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

【活動方針】
学長方針「NEXT１２５」の「Vision1『教育で評価される農大』」を目指して、また、文科省中教審答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換にむけて」（平成２４年８月）にある「学士課程教育の質的
転換」の実現を目指して、学内にＦＤ活動を定着させるための取組みを展開する。また、平成２９年度に予定される学部学科改組を契機に、教育課程を含む教学システム全般の検証を試み、「『農大らしい農大』
の教育システム」の構築を目指した活動を展開する。

　
（１） 文科省に対する学部
学科改組申請書（事前相談
資料）（平成２８年３月
末）

進捗 評価

【活動計画のテーマ１】平成２９年度改組に向けた教育課程の編成方針の策定（全学部学科の実行支援）
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【背景・目標】

一部

●学内初の試みとして、「農大ＦＤ活動の
実質化に向けて」と題して、学内ＦＤ研修
会を開催。（Ｈ２７／１２／１８）
●各ＷＧがＦＤ向上委員長あてに活動中間
報告書を提出。（Ｈ２７／１２／２２）
●ＦＤ向上委員会に対して、各ＷＧからの
今年度の最終活動報告会を開催。（Ｈ２８
／３／２）
報告を行ったＷＧは以下のとおり。
１．ナンバリングＷＧ
２．アクティブラーニングＷＧ
３．ＧＰＡＷＧ
４．ポートフォリオＷＧ
５．アンケートＷＧ
６．英語ＷＧ
７．学期制ＷＧ
●教学検討委員会に対する各ＷＧからの今
年度活動報告会を開催予定。（Ｈ２８／４
／１９予定）

●ＦＤ向上委員会各ＷＧの
活動結果を、Ｈ２９年度か
らの新たな教学運営に取り
込む作業を、Ｈ２８年度前
半も継続。
●学内ＦＤ研修会は、学内
の共通理解を定着させる活
動として継続予定。（Ｈ２
８年度教育改革推進プロ
ジェクトに応募予定）

（２） 平成２９年度にスタート（予定）す
る学部学科改組に合わせて、本学に不足し
ているＦＤ活動、特化して取り組むべきＦ
Ｄ活動を検討抽出し、「『農大らしい農
大』の教育システム」を構築する。

実施計画（抜粋）
→実行計画書をまとめ、予算獲得（補正・次
年度当初）を行う。
　

●Ｈ２７年度前半のＷＧ活動によって、以下のＦＤ活動を実現。
１）授業評価アンケート結果による授業改善
　　シラバスの充実（到達目標・評価基準の必置）、オフィスアワーの全
教員公開、授業評価及び学修時間に関するアンケートの実施（補正予算に
て実施）、結果の学生フィードバック、教員による授業改善計画書の提
出、の授業改善に係る一連のＰＤＣＡサイクルの構築を試行。
２）英語ｅ－ラーニング教材の試行的導入
　　Ｈ２９年度カリキュラム改正に伴い予定する英語教育の改善の一環と
して、補正予算にて、英語ｅ－ラーニング教材をＨ２７年度後半から試行
的に導入予定。
３）教育改革推進プロジェクトの公募
　　学内にある既存のＦＤ活動、または新規のＦＤ活動を予算面から支援
し、かつ定着化を図ることを目的に、学長裁量経費（補正予算）によるプ
ロジェクト活動を展開。
　　Ｈ２７年度は、１０課題を採択。

一部

●授業評価アンケートは、授業改善に係る
ＰＤＣＡサイクルの定着のため、Ｈ２７年
度後学期も継続実施。（アンケート期間：
Ｈ２７／１２／９～Ｈ２８／１／２３）
●英語ｅ-ラーニング教材の導入は、今年度
後学期の英語教員による検証結果を受け、
Ｈ２８年度予算を獲得し、４月から授業補
助教材としての導入を準備中。
●教育改革推進プロジェクトは、Ｈ２７年
度実施分の活動報告（教学検討委員会に対
してパワポ資料をもって報告）を実施予
定。（Ｈ２８／４／５予定）
●Ｈ２８年度の教育改革推進プロジェクト
は、学内（現場から）のＦＤ活動活性化の
一方策として継続することとし、Ｈ２８年
度も予算を獲得。Ｈ２８年度の学内公募を
すでに開始。（Ｈ２８／３／８）

（２） 平成２８年度当初予
算申請書及び予算獲得（平
成２７年１２月、平成２８
年２月末）
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●いずれの課題について
も、学内ＦＤ活動の定着化
を図るためにＨ２８年度も
継続。

【活動計画のテーマ２】教育の質保証に向けたＦＤ活動等の具体化（ＰＤＣＡサイクルの構築）

●これまでに３回のＷＧ活動中間報告会（Ｈ２７年２月・３月・５月）を
開催し、本学に導入可能なＦＤ活動の具体化の検討結果について報告。
各ＷＧの検討結果に基づく活動は以下とおり。
１）ナンバリング
①各学科の現行カリキュラムに対してナンバリング付与
②全学科の現行カリキュラム「ナンバリング」を学内（対学生、対学科）
に公開（Ｈ２７年８月から）
２）アクティブラーニング
①該当科目のシラバスに「アクティブラーニング科目」を追記
②文科省「改革総合支援事業（タイプ１）」に「実績あり」で申請
３）評価およびＧＰＡ
①前期科目の評価における「Ｓ（秀）の５％以内」の確認
②教務課から教育後援会教育懇談会（６月本学、７月地方）の懇談資料と
して、各学科ＧＰＡ分布図を提供
③ＧＰＡの問題点、今後の改善点等に関する学内理解の促進
４）学修ポートフォリオ
①第一段階として、「学生カルテ」の導入を検討
②学修ポートフォリオの学内導入に向けて、ＪＡＢＥＥにおける「学修
ポートフォリオ」の実施事例の収集
５）授業評価および学修時間アンケート
①学生アンケートの実施手順、結果フィードバックの内容・形式等の決定
②各授業担当者（専任２７９名、非常勤講師１４０名、計６８２開講科
目）に対する前期の授業評価アンケートの実施、同時に学生に対して学修
時間アンケートを実施
③授業評価アンケートの評価点の低い授業担当者（専任１９名）から、授
業改善にむけた改善計画書を収集
④文科省「改革総合支援事業（タイプ１）」に「実績あり」で申請
６）英語教育
①英語教育（共通事項と学部要望事項）に係る各学部のカリキュラム担当
者と英語担当教員との学部内協議・調整

　
（１） 学内におけるＦＤ活
動の企画・提案及びＦＤ報
告会等（研修会・講習会）
の開催（平成２７年度中）
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（１） 学士課程教育の質保証に向けては、
教育課程そのものの改善と共に、教育手法
（ＦＤ）の改善が両輪の一方として欠かせ
ない。中教審の答申にある「質転換の好循
環の確立」に必要なＰＤＣＡサイクルを本
学の中に確立する。

実施計画（抜粋）
→ＷＧを設置し、具体的提案作業を開始す
る。



（３）平成２４年度に行われた第三者評価結
果において、主に教育の方法に関連した大学
院のＦＤ活動の不備が指摘されており、こ
れを平成２８年７月までに改善する。

実施計画（抜粋）
→ＷＧ活動を継続し、新たなＦＤ課題の抽出
と具体化を進める。

○
（仕掛中）

追加

●ＦＤ向上委員会（学部・
大学院）各ＷＧの活動を、
新たな教学システムに取り
込む作業を、Ｈ２８年度前
半も継続。

●新たなＦＤ項目の抽出はあ、現在の課題の具体化後に検討を予定。現時
点では未定。
●ＴＡ、ＳＡ、ＲＡの活用方法については、新設の「大学院ＦＤ向上委員
会」の課題とする予定。 ×

（未着手）

●既設ＷＧは、新たな目標・課題を定め、
後学期の活動をスタート。教学検討委員会
に対して、各ＷＧから今年度活動報告会を
行い（Ｈ２８／４／１９）、次年度（Ｈ２
８年度前半）の課題等を報告・提案する予
定。
●新規ＷＧは、以下のとおり活動を展開
中。
１）学期制ＷＧ
Ｈ２７／１２／９に第１回の打合せを行い
活動をスタート。Ｈ２８／３／２にＦＤ向
上委員会に対して後学期の活動報告を実
施。Ｈ２８／４／１９に教学検討委員会に
対して中間報告を実施予定。
２）教養教育センター（仮称）のあり方検
討委員会
Ｈ２７／１２／１４に第１回の打合せを行
い活動をスタート。１／２９までに各委員
が報告・提案書を提出。第２回打合せを２
／８に開催し課題等の整理を行う。第３回
打合せ（Ｈ２８／４／２５予定）にむけ
て、現在、各委員から具体的な教養科目名
についてアンケート調査中。
３）大学院ＦＤ向上委員会
Ｈ２７／１２／９に第１回打合せを行い、
「入試制度」、「教育連携」、「ＴＡ教
育」、「広報活動」の４つのＷＧを設置し
て活動をスタート。
Ｈ２８／２／２５に第一回の活動報告会を
開催。今後の課題を整理し活動を継続中。
Ｈ２８／４／２８までに展開中の活動内容
の報告を求め、第二回の活動報告会をＨ２
８／５月中旬に開催予定。

（３） 学部改組を契機に行
うＦＤ活動提案書
（平成２８年３月末）
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●前期の活動を継続し、以下のとおり後期のＦＤ活動を開始。各ＷＧの活
動計画は以下のとおり。
１）体系（ナンバリング）ＷＧ
①学部及び大学院のナンバリング付与マニュアルの作成
②２８年度全学科全専攻のナンバリングの学内公開
③２９年度全学科のナンバリング、カリキュラムツリーの制作
２）方法（アクティブラーニング）ＷＧ
①改革総合支援事業への対応（全学科全学年を対象とした取組みへの対
応）
②学内のアクティブラーニング授業の実績取りまとめ、報告
③実績学科のアクティブラーニング手法の他学科への展開
３）評価（ＧＰＡ）ＷＧ
①ＧＰＡに関する学内報告会の開催
②ＧＰＡ分布図の学部学科内の公表（方法）の検討
③ＧＰＡの学内活用法の検討（後期履修修正、科目形態別集計、学習指導
への活用等）
④評価基準に対する学内ルール化（学修ルーブリックへ）
４）ポートフォリオＷＧ
①ＪＡＢＥＥにおけるポートフォリオの活用実績の報告会の開催
②学生ポータルを使ったポートフォリオの活用方法の検討
③全学審委員会「ネットワーク検討委員会」と連携
５）アンケートＷＧ
①授業評価アンケート結果の学内報告会の開催
②結果フィードバック（学生、教員、学内）の運用方法（ＰＤＣＡサイク
ル構築）と公開方法の検討
③学修時間との各種データ（入試データ等）とのクロス集計内容の検討
６）英語ＷＧ
①レベル別のクラス分けの方法と到達目標の設定
②学修成果（到達目標）の見える化への取組み
③自学自習環境の整備への取組み
●学長の基本方針等を受け、後期のＦＤ活動には、以下の新規のＷＧおよ
び検討会を設置予定。
１）学期制ＷＧ
①クォーター制等の導入事例の収集
②農大に相応しい学期制の提案にむけた検討
２）教養教育センター（仮称）のあり方検討委員会
　①本学の農学教育に必要な教養教育
　②他大学の先進的な取組事例の収集
　③農大に相応しい教養組織のあり方検討
３）大学院ＦＤ向上委員会
　①大学院に特化したＦＤ活動（将来的課題、優先的課題、緊急的課題）
の検討
●第三者評価機関からの大学院ＦＤに関する指摘は、この委員会の設置に
よってクリアできるものと考える。



【背景・目標】

（１）平成２５年度から文科省の「私立大
学等改革総合支援事業」として、教育の質
的転換（タイプ１）、グローバル化（タイ
プ４）が強く求められることとなったが、
本学は平成２５年・２６年度ともに設定項目
に対する取組みが不十分であり、前年度の
全大学の基準点を下回る結果となった。

●平成２７年度の文科省「私立大学等改革
総合支援事業」への申請結果は以下のとお
り。（Ｈ２７年１１月１８日文科省通知）
１）タイプ１「建学の精神を活かした大学
教育の質向上」
１０６点満点中９０点を獲得　採択ライン
８０点　結果は【採択】
２）タイプ４「グローバル化への対応」
９８点満点中５０点を獲得　採択ライン５
９点　結果は【不採択】
●Ｈ２８年度採択に向けて、タイプ１・タ
イプ４とも対策・強化すべき項目案につい
て検討中。（４月の関連会議等で中間報告
を予定）
●タイプ２・タイプ３についても、Ｈ２８
年度採択にむけた対策等について検討開始
予定。（Ｈ２８年４月～）

●平成２８年度の文科省
「私立大学等改革総合支援
事業」の「タイプ１」、
「タイプ４」の両方の採択
を目指して、Ｈ２８年度も
活動を継続
。●「タイプ２」、「タイ
プ３」についても、採択の
可能性について、Ｈ２８年
度も検討を継続。

（２）平成２７年度は、この文科省の「私立
大学等改革総合支援事業」に対応できるよう
に、全学的に取組むことが示されており、全
大学の基準点を上回るよう準備を進める。

（３）教育の質的転換及びグローバル化への
取組みは、別途、計画・進行中の学内のＦＤ
活動の定着にむけた活動と同期するものであ
り、両者を関連させながら、学内のＦＤ活動
を促進させる。

●９月に開催の教学検討委員会において、今年度の申請状況及び未実施の
課題について報告。
●本事業のＨ２７年度の結果通知を受けた後すぐに、次年度にむけた課題
を整理し、Ｈ２８年度版の「実行計画書」の作成に着手予定。

済
×

（未着手）

済

●Ｈ２６年度の結果を踏まえ、採択基準に達するための取組みを「実行計
画書」としてまとめ、教学検討委員会（Ｈ２７年７月・９月開催）に報
告。
●「実行計画書」の取りまとめにあたっては、ＦＤ向上委員会（ＷＧ活
動）および国際協力センターとの連携・協力し、　現実的な課題解決を目
指す。
●Ｈ２７年度の「タイプ１」及び「タイプ４」については、結果として以
下の内容をもって、９月に申請済。
【タイプ１】
１）学部得点（予測）　９０点／１０６点
　　　　　　（昨年）　５５点／１００点
２）短大得点（予測）　８８点／１０６点
　　　　　　（昨年）　４５点／１００点
３）未実施の課題
　　①ＩＲ専門部署の設置
　　②アクティブラーニングの全学科全学年で実施
　　③ＧＰＡの制度的活用
　　④学修成果の把握方法（見える化）
【タイプ４】
１）学部得点（予測）　５０点／９８点
　　　（昨年）　未申請
２）短大得点（予測）　１２点／９８点
　　　　　　（昨年）　未申請
３）未実施の課題
　　①セメスター制の採用
　　②外部語学試験による到達水準の設定
　　③ＩＴを活用した語学の自主学習支援（自宅でのｅ－ラーニンクﾞ環
境作り）
　　④その他の国際協力センターが所管するいくつかの業務

　
（１）「平成２７年度私立
大学等改革総合支援事業
（タイプ１・タイプ４）」
への申請（平成２７年９
月）

（２）「平成２７年度私立
大学等改革総合支援事業
（タイプ１・タイプ４）」
の採択（平成２７年１１
月）

4

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

※学長から９月に示された「東京農業大学の基本方針」の「教育」にある各課題については、「学部および大学院のＦＤ向上委員会」において具体化を検討する。（Ｈ２７年１１月～）

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。
２　方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。



平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

委員会名：国際化推進委員会　　委員長：志和地 弘信

提出日 平成28年3月22日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 課題及び改善事項

（平成27年6月当初計画) （平成27年10月末） 評価 平成28年度への継続の有無

【背景・目標】

外国人留学生数の増加と多様性を目指すため、文
部科学省国費外国人留学生の受入れ数を増加
させる。

東京農業大学「大学推薦国費外国人留学生」受入
れ要領を制定し、平成２８年度以降、国費留学生
大学推薦（博士後期課程）を受入れる。また、国
費に相当するJICA人材育成事業によって、アフリ
カ諸国８名、アフガニスタン１２名の大学院生を
受入れ、さらにミャンマーからも受入れ予定であ
る。

◯
平成２８年度に実施計画の
３)に至る

5 周知を図り、継続実施する。

【背景・目標】

東京農業大学/東京農業大学短期大学部　海外事
務所を設置する。

東京農業大学/東京農業大学短期大学部/海外事務
所の設置に関する要領を制定し、平成２８年度か
らタマサート大学内に事務所を設置予定である。
現在、設置、運営の準備を進めている。

◯
平成２８年度に実施計画の
３)に至る

5
平成２８年度から実施する。事務所の維持、運営
を図る

【背景・目標】

長期海外学修活動を促進するため、協定校と合
同でカリキュラムを実施するサンドイッチプロ
グラムの導入を検討する。

国際協力センター国際教育専門委員会において、
ミシガン州立大学とのサンドイッチプログラム案
を議題として検討した。学科選出委員が各学科の
意見集約中である。

◯
平成２７年度中にプログラ
ムの設定を行う。

2
平成２９年度から一部実施できるよう交渉及び環
境整備を行う。

【活動方針】
学長方針【Vision5】世界に貢献する農大を総合的に具現化あるため、平成２７年度から「東京農業大学グローバル戦略」を制定し、１．世界の大学とのパートナーの強化、２．大学のグローバル化に向けた学園環境の整備、３．農大流のグローバル人
材育成の目標設定、４、海外拠点の設置、５．海外危機管理の整備・強化に取り組むため、目標と数値目標を設定した。

【活動計画のテーマ１】「大学のグローバル化に向けた学園環境の整備」

【活動計画のテーマ2】「海外拠点の整備」

【活動計画のテーマ3】「農大流のグローバル人材育成の目標設定」

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。
２　方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。

達成度を判断する指標
最　終　報　告

（平成28年1月末）

東京農業大学「大学推薦国費外国人留学生」受入れ
要領を制定し、国費留学生大学推薦（博士後期課
程）を受入れる体制を整えた。JICA人材育成事業に
よって、アフリカ諸国８名、アフガニスタン１２名
の大学院生を受入れた。また、平成２８年度から
ミャンマーのイエジン農科大学から１名を受け入れ
予定である。さらに、エチオピアからの受け入れに
ついて協議を開始した。

東京農業大学/東京農業大学短期大学部/海外事務所
の設置に関する要領を制定し、３月１７日にタマ
サート大学内に事務所を設置した。運営の準備を進
めている。

国際教育専門委員会委員（各学科）から積極的な意
見がなくかったことから、国際農業開発学科を中心
にミシガン州立大学と継続交渉を行う。

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

進捗



平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

委員会名：キャリア戦略委員会　　委員長：渡部　俊弘 提出日 平成28年2月18日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 進捗 最終報告 達成度を判断する指標 課題及び改善事項

（平成27年6月当初計画) （平成27年10月末） （平成28年2月末) 平成28年度への継続有無

【背景・目標】

学長方針において、「大学院の教育研究の質の確
保、就職支援等の強化」が挙げられているが、大
学院生の就職強化（特に研究職）のためには、
民間との共同研究実績等を通じた教員経由の求人
開拓の実施、大学院生に特化した就職支援メ
ニューを実施するなど、教員と各キャンパスの就
職支援担当部署との連携強化した支援を行う。

大学院生を対象とした求人として、県職員、研究
機関及び大学教員等、多分野に亘り募集があり、
その情報を大学院専攻教員と共有して就職支援を
行なっている。また、大学院生に特化した就職支
援プログラムは各キャンパスで取り組んでおり、
院生の就職支援に繋げている。

一部

課題及び改善事項
大学院生の就職支援プログラムは、
参加学生数の増を目指す為、実施業
者を含め、内容の見直しを行う。
大学院生の進路決定を更に安定させ
る為、就職対策委員、大学院指導教
員と連携強化をすることで求人開拓
に繋げていく。
平成28年度継続

4

【活動方針】　今年度のキャリア戦略委員会の活動テーマは、学長方針Next125に沿った以下の4項目に重点を置き、取り組むこととする。
学長方針において、「大学院の教育研究の質の確保、就職支援等の強化」が挙げられているが、大学院生の就職強化（特に研究職）のためには、民間との共同研究実績等を通じた教員経由の求人開拓の実施、大学院生に特化した就職支援メ
ニューを実施するなど、教員と各キャンパスの就職支援担当部署との連携強化が肝要となる。
　選抜ＴＯＥＩＣ講座、国際インターンシップについては、対象学生のフォロー体制強化をすることでグローバルな進路を目指し支援をしていく。
民間企業・団体等の就職を目指す学生の支援でポイントとなるのは、経団連の「採用選考に関する指針」に基づき平成27年度卒業予定者以降（平成28年3月卒業予定者）の就職活動に伴う広報活動開始日が学部3年次（修士1年次、短大1年
次）の3月1日、選考開始日が卒業・修了年次の8月1日に後ろ倒しとなった点である。
しかし、変更初年度から実際の採用スケジュールは、8月1日以前に行われることが多くの企業で見込まれている。この様に新たな採用スケジュールが定着するには2～3年を要するものと思われる。各キャンパスの就職支援担当部署ではより
リアルな情報を常に収集し教員と連携をとり学生へ発信していくことでスケジュール変更に対応した支援を行っていく。
また、長引いた不況により、地方経済が伸び悩んでいた影響もありＵＩターン率は横ばいである。本学の建学の精神である「人物を畑に還す」を具現化するためにも、校友会組織と連携したＵＩターン就職に対するサポートを強化する必要
がある。
　※今回、東京農業大学の基本方針（平成27年～平成31年6月）を踏まえ、「5海外戦略（グローバル化）」及び「７支援学生（満足度）（5）キャリア支援」について、各キャンパスの地域性を活かしたキャリア戦略を今年度以降検討してい
きたい。

評価

【活動計画のテーマ１】大学院生の就職活動に対する支援強化

1.大学院生に特化した就職支援プログラム
3キャンパスで大学院生に特化した就職支援プ
ログラムを実施した。参加人数については、各
キャンパスで若干状況が異なるが、最も学生数
の多い世田谷キャンパスで年度当初の参加人数
と同程度以上（各回40名以上）を達成すること
ができた。
2.前年同期（2月上旬）における内定率の比較
農学研究科、生物産業学研究科とも内定率は昨
年を上回った。農学研究科（厚木）75.0％
（15.7ポイントアップ）、農学研究科（世田
谷）89.8％（8.8ポイントアップ）、生物産業
学研究科90.0％（12.2ポイントアップ）
※博士後期課程については比較できない研究科
がある為除く
3.その他大学院生就職支援の取組み
学内面接会（世田谷）、求人開拓（オホーツ
ク）を行ったが、採用には繋がらなかった。
社会人基礎力養成のための集中講座を実施し
「ダイコン10,000本プロジェクト」の学生リー

ダーを担当させることで達成度の測定を行った。
（厚木）

1.大学院生に特化した就職支援プロ
グラムの参加人数が年度当初と同程
度以上であること
2.前年同時期における内定率の比較



【背景・目標】

学長方針で謳われている「教養教育・語学教育
の強化」をキャリアセンターでは、ハイスコアを
目指す為の選抜ＴＯＥＩＣ講座、国際インターン
シップ派遣（24泊26日：米国カルフォルニア州日
系企業）、語学面からアプローチし、実地研修へ
繋げる形で支援している。学長方針「Ｖｉｓｉｏ
ｎ5世界に貢献する農大」に寄与できる人材の輩出
を目指し、これら支援プログラムの受講者のフォ
ロー体制を強化することでグローバルな進路支
援を行う。

厚木キャンパスでは選抜TOEIC講座のIPテストで成
績優秀者に対してテキスト代の助成を行い、学生
のモチベーションアップに繋げている。国際イン
ターンシップ（2月～3月実施）は10月14日、15日
の2日間、3キャンパス合同説明会を開催（参加者
世田谷24名、厚木2名、オホーツク10名）した。今
年で4年目を迎えるため、過去に国際インターン
シップに参加した学生の就職動向の検証を行う予
定である。また、留学生を対象とした就職相談会
を開催し、日本企業で就業経験して、将来母国に
戻り活躍できる人材を目指してキャリアサポート
に努めている。

一部

【背景・目標】

経団連の「採用選考に関する指針」による新たな
就職活動スケジュールは、選考開始が8月1日と
なっているが、それ以前に選考が実施されること
が見込まれるなどスケジュールの定着には2～3年
を要するものと思われる。採用動向最新情報を常
に収集し教員と連携をとり学生へ発信していくこ
とでどの様な時期にも対応できる事前準備の重要
性を意識づけていく。
また、就職活動スケジュールの短期化に伴い、イ
ンターンシップの重要性が増してくる。イン
ターンシップを理解する為の講座を増やし、低学
年から参加を呼びかけ社会との接点を多くもつ機
会を増やす。就職支援プログラムは、従来の5月
スタートを1カ月早めSPI対策、一般常識試験
対策等の必要性を強く周知し学生が準備不足
とならない様支援をしていく。

就活スケジュール変更に伴い、「卒業論文テー
マ」の提出時期を前倒しにして、学生の就職活動
を全面的に支援している。就職支援プログラムは
各キャンパスの地域性を活かし取り組んでいる。
オホーツクキャンパスでは今年度から1年次生～3
年次生を対象に学生個々の「社会人基礎力」を診
断し、低学年次から弱点強化のための目標設定・
行動計画を策定させ、イベント参加とふりかえり
面談を通じて指導している。また、2017年3月卒業
（修了）見込の学生を対象とした業界研究会（11
月～1月）及び学内企業セミナー（3月）を予定し
ている。準備不足にならないよう学生に出席を促
し、就職に対する意識向上に繋げたい。4月開催し
たインターンシップの説明会は、例年より参加者
が増加し、就労体験への意識の重要性が浸透しつ
つある。学生が将来のキャリアプランの構築を図
る上で、低学年に対するキャリア支援が重要であ
り、3キャンパス就職支援担当部署で連携を図り取
り組んでいる。

一部

1.就職支援プログラム、業界研究
会、集中講座等への学生の出席率の
過年度比較
2.前年同時期における内定率の比較
3.インターンシップ参加学生の過年
度比較

4

課題及び改善事項
二年連続の就職活動スケジュール変
更の中で就職支援行事の更なる工夫
を行い対応する。また、インターン
シップは、企業選考等において今後
も重要視されることが見込まれる。
今年度、インターンシップについて
3キャンパスで工夫し取り組んだ結
果、学生の関心度を高めることはで
きたが、アクション（参加）に繋が
る様改善する。また、参加状況が把
握しにくい１Dayインターンシップ
の確認手段について検討をする。
平成28年度継続

【背景・目標】
本学の平成26年度入学生は、関東（東京、神奈
川、千葉、埼玉、群馬、栃木及び茨城）を除く道
府県からの入学生は36.0％である。
一方、平成26年3月卒業者で関東以外に就職した者
（ＵＩターン者）は37.1％であり、入学者と就職
者の割合としてはおよそ均衡しているものの、
「人物を畑に還す」を建学の精神とする本学とし
ては、各地域で活躍できる人材をさらに多く輩出
する使命がある。
ＵＩターン就職については、従前より校友会各支
部から多大なる支援を賜っており、今後とも校友
会との連携強化による学生のＵＩターン就職支
援を継続していく。

7月の教育後援会地方懇談会では、保護者に対して
各都道府県の雇用労働担当者に出席を依頼して、
地元の雇用状況及びＵＩターン就職の支援につい
て情報提供頂いた。また、本学のキャリア支援の
取り組みを説明した後、県の校友会支部就職支援
担当者からＵＩターン就職について校友会のネッ
トワークを利用した独自の就職支援体制による学
生の就活支援を説明をした。更に各キャンパスの
就職支援担当職員が地方の企業と大学との情報交
換会に積極的に参加をして、地方企業の採用状況
を把握してＵＩターンの志望学生の支援に結びつ
けている。就職スケジュールで広報開始の3月には
公務員・ＵＩターン相談会を開催して、学生の就
職に対する意識向上に繋げていきたい。

一部

1.ＵＩターン就職率の過年度比較
2.校友会支部への相談登録件数の過
年度比較

【活動計画のテーマ3】民間企業・団体等への就職を目指す学生への支援

課題及び改善事項
校友会各支部への就職協力依頼は、
前年より増加したものの決して多い
人数とは言えない。制度を丁寧に学
生に伝え、利用者拡大に努める。ま
た、国の地方創生の政策により各自
治体のUIターン事業は活発であるこ
とから地域との連携をとりUIターン
希望者へ情報提供をしていく。
平成28年度継続

【活動計画のテーマ4】地方就職希望者に対する就職支援

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

1.選抜ＴＯＥＩＣ講座受講者の点数向上率前年
度比較
世田谷キャンパスでは、運用方法を変更した
為、前年比較をすることはできないが、40名中
18名がスコアアップをすることができた。（最
大点数向上者405点⇒700点）オホーツクキャン
パスではIPテストの受験者数は54名で昨年を1
割程度上回った。厚木キャンパスではTOEIC講
座のIPテスト成績優秀者にテキスト代の助成を
行っている。
2.国際インターンシップ応募者数の前年度比較
応募者数は、28名（昨年22名）で昨年を上回る
結果となった。
3.国際インターンシップ派遣プログラム受講者
の進路意向データの積み上げ
国際インターンシップ派遣学生で2017年3月卒
業予定者6名のうち3名が進路希望においてこの
経験を活かした進路を明記している。また、
2016年3月卒業の派遣学生も大学で学んだ専門
知識を将来海外で活かせる進路決定をした。

1.選抜ＴＯＥＩＣ講座受講者の点数
向上率前年度比較
2.国際インターンシップ応募者数の
過年度比較
3.選抜ＴＯＥＩＣ講座、国際イン
ターンシップ派遣プログラム受講者
の進路意向データの積み上げ。

課題及び改善事項
TOEIC講座と国際インターンシップ
事業の連携を強化することでグロー
バルな進路決定輩出をより目指して
いく。
評価方法については、TOEIC対策が3
キャンパスで運用方法が異なるの
で、国際インターンシップを軸にし
て行っていく。
平成28年度継続

4

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。
２　方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。

1.ＵＩターン就職率の過年度比較
今年度UIターン就職未集計。（2月末日報告に
おいて第3回進路調査の結果を集計予定。）
2.校友会支部への相談登録件数の前年度比較
今年度相談登録件数は、5件（昨年3件）であっ
た。（世田谷）
3.その他地方就職希望者に対する支援
「地方新聞就職情報サイト」登録会を初めて実
施。（オホーツク）Uターン説明会45名参加。
（厚木）Uターン就職内定学生によるパネル
ディスカッションを初めて実施。（世田谷）こ
れらに加え、各キャンパスで積極的にUIターン
情報の提供を学生に行い支援を行った。

3

【活動計画のテーマ2】グローバルな進路支援

1.就職支援プログラム、業界研究会、集中講座
等への学生の出席状況等
11月中旬までの支援行事の参加人数は、昨年を
下回る結果となったが、それ以降は、上回って
いる。3月の企業広報活動開始直前は多くの学
生参加が見込まれる。（世田谷）「業界セミ
ナーWeek」拡充、湘北短期大学とグループディ
スカッション講座実施。（厚木）特別講義四
「人間と職業」の内容見直し。（オホーツク）
2.前年同時期（2月上旬）における内定率の比
較
学部、短大とも内定率は昨年を上回った。学部
88.4％（11.8ポイントアップ）、短大73.4％
（22.2ポイントアップ）
3.インターンシップ参加学生の前年比較
世田谷キャンパスで確認のとれたインターン
シップ参加学生数137名であった。（昨年134
名）各キャンパスで行った説明会やセミナーの
参加人数は、増えたものの参加実績としては微
増となった。



平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

委員会名：入試戦略委員会　　委員長：夏秋啓子 提出日 平成28年1月29 日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 進捗 (仮)最終報告 達成度を判断する指標 課題及び改善事項

（平成27年6月当初計画) （平成27年10月末） （平成28年1月末) 平成28年度への継続有無

【背景・目標】

ネット出願の完成度１００％達成をめざす 昨年度の不具合部分の修正終了 済 5

【活動計画のテーマ2】 農大学部改組の告知

【背景・目標】

平成28年秋から「新しくなる農大」告知ＰＲを行
う

一部媒体では予告ＰＲを開始、申請状況を見なが
ら順次広報を実施予定

一部 4

【背景・目標】

国際化および文部科学省の外部試験の導入推進の方
針をもとに、TOEIC,TOEFL等のスコアーを入試に
用いることを検討する

入試戦略委員会ではすでに議論をはじめ、次回の
委員会で具体的なスコアー等を決定予定

一部 4

新学部・学科を意識した広報は、リクルート
「キャリアガイダンス」（冊子：高校教員向）、
マイナビ「学び、学校発見ブック」（本：高校
１、2年生向）、マイナビ「Ｕ－１７」（マイナ
ビ進学サイト：高校１、2年生向）を行った。申
請の状況や設置構想中という制限のある中での広
報となった。さらに新学部・新学科のPRリーフ
レット制作も開始している。

推薦入試においてＴＯＥＩＣのスコアを出願資
格の要件に入れること決定する。

無

継続

継続

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

評価

【活動計画のテーマ１】ネット出願完成度を高める

【活動計画のテーマ3】国際化に伴う入試制度の検討

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。
２　方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。

【活動方針】　学長方針の「教育で評価される農大」の方策の中、「入学定員の確保」に基づき、平成26年度から実施したネット出願の完成度を高めるとともに「入学者の質の向上」にむけて広報・情報サービスの強化に努め
る。また、平成29年度から実施予定の「農大学部改組」について、平成27年度後半から「新しくなる農大」を積極的に広報する。

ネット出願のトラブル件
数10件以内を目標とする

媒体の露出度により評価
する

平成29年度の入試制度に
反映されることを目標と
する

平成28年度推薦入試Ⅰ期、Ⅱ期及び一般入試Ⅰ
期、センター試験利用入試前期のネット出願に
おいて、システム等の不具合は無く、トラブル
もゼロであり目標は達成された。



平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

委員会名：地域連携戦略委員会　　委員長：渡部　俊弘 提出日 平成 28年 1月 27日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 進捗 (仮)最終報告 達成度を判断する指標 課題及び改善事項

（平成27年6月当初計画) （平成27年10月末） （平成28年1月末) 平成28年度への継続有無

【背景・目標】

既存の地域連携事業の情報収集と整理を実施し、最新
版の総覧リストを作成する。集めた情報に基づき、本
学のこれまでの地域連携協定に基づく連携事業のレ
ビュー（評価）を実施する。その際、個々の事業の内
容・推進体制ほか、特色などについて地域連携協定事
業評価の視点・観点を確立することに配慮する。

①本学の地域連携に関する実態を把握するためのアン
　ケート調査を実施した。
②アンケート調査の回答を受け、既存の地域連携事業の
　活動内容等の情報収集及び整理を行い、総覧リストを
　作成した。
③地域連携協定締結の全てが総覧リストに含まれていな
　いため、継続してヒアリング調査を実施する予定であ
　る。

一部

【背景・目標】

現在進行中の各地域連携協定事業について、全学的な
支援体制を確立すると共に、事業推進に関わる支障事
項、課題などを収集整理しその対応策を講じる。ま
た、大学全体での地域連携協定事業の推進を円滑化及
び個々の地域連携事業の支援を統合的に実施し、地域
連携事業推進に有効な「地域連携戦略委員会」活動の
確立を目指す。

①アンケート集計結果により抽出された課題及び改善点
　等への対応策の立案を検討中である。
②既存の地域連携協定事業の全てが総覧リストに含まれ
　ていないため、学内担当者へのヒアリング調査を実施
　する予定である。

○

【背景・目標】

本学が取り組んでいる地域連携活動成果の一般向け情
報整理と、それを広く社会発信するための基本方針・
基本ツールの確立。また、社会発信を通じて学外のみ
ならず学内関係者の地域連携事業の理解促進も図って
いく。

既存の地域連携活動成果の情報収集や整理が不充分であ
るため、パンフレット作成や各地域連携先の基本情報の
収集など、戦略的社会発信に向けての対応は出来ていな
いが、農大ホームページ内にあるブログやトピックスを
利用して掲載することや地域連携に関する「情報紹介
コーナー」を設けるなどの構想を検討中である。

継続

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。

評価

【活動計画のテーマ１】地域連携事業に関する情報収集と整理【既存事業の統括的整理：戦略立案へ向けて】

①本学の地域連携に関する実態調査（アンケート）を
　実施し、調査内容の集計結果を取りまとめ教職員に
　インフォメーション等にて公表した。
②既存の地域連携事業の活動内容等の情報収集及び整
　理を行ったが、連携内容にいくつか確認すべき箇所
　がある連携事業があるので、継続的に教員とヒアリ
　ングを行い、総覧リストを作成する。
③実態調査だけでは把握しきれない協定締結先がある
　ため、継続的に教員とヒアリングを行い、実態把握
　に努める。

・平成27年度東京農業大学地域連携協
　定事業一覧の作成と公表。
・(仮)「東京農業大学の地域連携協
　定の現状と課題」レポートの作成。

【活動計画のテーマ3】地域連携活動の社会発信【戦略的社会発信に向けて】

地域連携事業における各活動の情報収集は充分でない
ため、継続的に実施しながら、次年度には地域連携に
関するホームページの立ち上げ、情報誌への掲載、情
報紹介コーナーの設置など、収集した情報を定期的に
学内外に発信して行く予定である。また、創立125周
年記念事業の一環として学校行事である収穫祭などを
活用して地域連携コーナー等を設置し、広く地域活動
の周知を予定している。

・（仮）「東京農業大学の地域連携」
　パンフレットの印刷・配布。
・（仮）「東京農業大学　地域連携情
　報コーナー」の情報集積と設置。
・各種メディアへの地域連携記事の掲
　載。
・大学ホームページ用「農大地域連携
　コーナー」情報の整理と進捗。
・大学創立125周年記念事業の中に地域
　連携・社会貢献に関する企画の立
　案。

【活動計画のテーマ2】地域連携の推進と地域連携事業の支援【現行事業への支援推進】

3

地域連携に関する情報収集が充分で
ないため、学内外に発信するための
情報を継続的に遂行し、ホームペー
ジや情報誌等で発信していく予定で
ある。

【活動方針】　地域連携事業の推進・支援を戦略的に統括する組織（委員会）の確立を目指す。
学長方針の「地域に貢献する農大」（vision3）には、①学部・学科単位での地域連携の推進、②6次産業推進のための研究支援の強化、③社会科学系のコーディネートによる地域連携の推進、④農大が取り組むべき地域貢献プロジェクトの推進、⑤大学発ベン
チャー企業による地域貢献の推進、の５項目が掲げられている。この基本方針に基づき、地域貢献を念頭においた、各種地域連携関連事業の推進と支援を、戦略的、統括的にリードする組織の確立を目指す。

3

・全教員対象のアンケート調査を
　行ったが、全ての活動状況の内
　容把握まで至らなかったので、
　継続的に内容把握のため教員
　とのヒアリングを随時行う。
・地域連携活動に伴う現状と課題
　についてはアンケート調査から
　把握出来たが、具体的な課題等
　を把握するため、再度教員とヒ
　アリングを随時行い、その課題
　等への方策・支援に向けた活動
　を行う。

①アンケート結果を受け、地域連携活動に関する取り
　組みが大学・学部・学科の各単位で遂行している活
　動について支援していくことを基本方針として定
　め、活動単位の取り組みを更に大きな取り組みとし
　ての支援を行うため、活動内容を系統別（例えば、
　学生協働型、研究遂行型、商品開発型など）に分類
　し、各系統に属する各活動の取り組みを行い、オー
　ル農大による地域連携活動の体制作りを目指す。
②既存の連携活動の把握については教員とのヒアリン
　グを継続的に行っていく。

・地域連携事業実施者へのアンケート
　またはヒアリング調査結果のまと
　め。
・「よりよい地域連携事業実施のため
　の活動事例集」作成のためのデータ
　蓄積・整理。
・地域連携事業支援メニューの概要構
　築。
・新規地域連携協定件数、新規地域連
　携事業件数。

3

・既存の連携活動の把握について
　は継続的に教員とのヒアリング
　を行い、情報収集を行う。
・学内外における地域連携に関する
　窓口対応や新規連携事業への取
　り組みに向けたコーディネート
　など組織的なシステムとなる
　体制作りを検討し遂行する。
・活動資金を獲得するための方策
　を検討し、地域連携活動が継続
　的に遂行され、成果に繋げるた
　めの支援を検討する。



平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

委員会名：学生委員会（世田谷キャンパス）　　委員長：金子忠一 提出日 平成28年3月31日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 最終報告 達成度を判断する指標 課題及び改善事項

（平成28年1月当初計画) （平成27年10月末） （平成28年3月末) 平成28年度への継続有無

【背景・目標】

平成28年4月施行「障害者差別解消
法」の制定趣旨と内容の理解、現
状把握を行う。

①「障害者差別解消法」関連情報の共有
②日本学生支援機構「体制整備支援セミナー」等への
参加
③本学における過去の対応事例の共有
④本学キャンパスの施設バリアフリー化の現状把握

【背景・目標】

「障害者差別解消法」施行による
義務と努力義務を果たすための規
程等の整備を行う。

①「障がいのある学生の支援に関するガイドライン」
（案）の作成
②「障がい学生修学支援規程」（案）の作成
③「障がい学生修学支援委員会規程」(案)の作成
④修学支援体制の整備
⑤HP等による学内外への周知

【背景・目標】

障害者の支援要請を想定し、教職
員の意識を高めるとともに、学科
（専攻）及び事務所管との連携体
制を整える。

①教職員向けリーフレットの作成
②教職員向けの講習会開催の検討
③学生委員会等において情報共有

【活動方針】　　平成28年4月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（通称：障害者差別解消法）」の施行に向け、体制整備を行う。

進捗 評価

【活動計画のテーマ１】法の理解と現状把握

左記の実施状況 4

平成28年5月（予定）に、規程等
が施行となり、障がい学生修学
支援委員会が発足するため、委
員会としての役割は平成27年度
末までとなる。

【活動計画のテーマ2】 学内体制整備

左記の実施状況 4

平成28年5月（予定）に、規程等
が施行となり、障がい学生修学
支援委員会が発足するため、委
員会としての役割は平成27年度
末までとなる。

【活動計画のテーマ3】 教職員の意識向上と連携

左記の実施状況 5

平成28年5月（予定）に、規程等
が施行となり、障がい学生修学
支援委員会が発足するため、委
員会としての役割は平成27年度
末までとなる。

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。
２　方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。



平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

委員会名：学生委員会（世田谷キャンパス）　　委員長：金子忠一 提出日 平成28年3月31日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 最終報告 達成度を判断する指標 課題及び改善事項

（平成27年6月当初計画) （平成27年10月末） （平成28年3月末) 平成28年度への継続有無

【背景・目標】

健やかなキャンパスライフの実現 一部

【背景・目標】

いきいきとしたキャンパスライフの
実現

一部

【背景・目標】

快適で安全・安心なキャンパスライフ
の実現

①学生寮消防訓練の実施（５月）
②インフルエンザ予防接種の実施（希望者のみ）
③学生委員会において、駐輪場の管理運営体制、奨学
金制度、自然災害被害見舞金等の課題について継続的
に検討
④学生駐輪場整備の外部委託

一部
・学生生活の満足度 4

進捗

・すべての取り組みを継続して
実施
・世田谷区地域災害時連携協定
の締結
・自然災害被害見舞金規程の制
定

①メンタルヘルス対応講習会（７月）、悪質商法対応
講習会（７月）、ネットリテラシー向上啓発講習会
（７月）を実施。
②健康増進センター長が学科教員会に出向いて、学生
相談室での相談内容の傾向と対応について講習実施
（全学科）。
③学生相談室カウンセラーが学科教員会に出向いて、
学生相談の具体的事例の紹介と対応についての意見交
換実施（ほぼ半数の学科）。
④学生相談室での相談状況について定期的な情報共
有。
⑤学生相談室カウンセラーによる「自分探しのワー
ク」の実施。

①学生課スタッフによる農友会各部、同好会等の課外
活動を日常的な支援
②芽吹祭、収穫祭にあたり、部長・顧問あるいは参与
として教職員が積極的に支援
③地域連携として近隣商店街、近隣町会との懇談会に
よる意見交換（５月、１１月）
④近隣町会の防災訓練等の地域イベントに学生、職員
の参加協力
⑤近隣商店街関係者との情報交換の実施

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。
２　方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。

【活動方針】　学長方針NEXT125に示されるビジョンの実現に向け、「学生に愛される農大」「卒業生に愛される農大」「地域に貢献する農大」「社会に貢献する農大」を目指して、キャンパスライフのサービス向上、課外活動の推進、メンタルヘル
スケアの支援強化、卒業生や地域とつなぐイベント等の推進等に資する活動を行う。

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

評価

【活動計画のテーマ１】メンタルヘルスケアの支援強化

①メンタルヘルス対応講習会（7月）、悪質商法対応講習会
（7月）、ネットリテラシー向上啓発講習会（7月）、ハラス
メント対応講習会（12月）を実施。
②健康増進センター長が学科教員会に出向いて、学生相談室
での相談内容の傾向と対応について講習実施（全学科）。
③学生相談室カウンセラーが学科教員会に出向いて、学生相
談の具体的事例の紹介と対応についての意見交換実施（ほぼ
半数の学科）。
④学生相談室での相談状況について定期的な情報共有。
⑤学生相談室カウンセラーによる「自分探しのワーク」の実
施。
　以上のように教職員向けの講習会を開催する等情報発信を
行い、教員と学生相談室の連携強化し、学生の相談に柔軟に
対応できるよう活動した。

　・健康増進セン
ター・学生相談室の
利用度合いと内容

4

・すべての取り組みを継続して
実施
・学生相談室における「学生
課」相談枠の新設
・障害者差別解消法施行に関す
る体制整備

【活動計画のテーマ2】課外活動の積極的支援による活性化と地域交流の推進

①学生課スタッフによる農友会各部、同好会等の課外活動を
日常的な支援
②芽吹祭、収穫祭等のイベントにあたり、部長・顧問あるい
は参与として教職員が積極的に支援
③地域連携として近隣商店街、近隣町会との懇談会による意
見交換（５月、１１月）
④近隣町会の防災訓練等の地域イベントに学生、職員の参加
協力
⑤近隣商店街関係者との情報交換の実施
⑥経堂地区情報連絡会に参加し情報交換の実施
　以上、学生の課外活動の支援により学生生活の充実感を高
めることにも、地域活動への積極的参加により地域の理解を
高められるよう活動した。

・課外活動（芽吹
祭、収穫祭、部活動
等）への参加者数

・地域団体等の意識

4

・すべての取り組みを継続して
実施
・キャンパス整備計画をふまえ
た学生課外活動の充実
・東京オリンピック開催に向け
た世田谷区再整備事業への連携
協力

【活動計画のテーマ3】キャンパスライフのサービス向上

①学生寮消防訓練の実施（５月）
②インフルエンザ予防接種の実施（希望者のみ）
③学生駐輪場の自転車整理の実施（外部委託）
④学生駐輪場の移転・縮小化に伴い、駐輪場有料登録制導入
（保険加入、自転車通学マナーの徹底）を検討
⑤駐輪場の管理運営体制、奨学金制度、自然災害被害見舞金
等の課題について検討
⑥大規模災害発生時の対応として、世田谷区地域災害時連携
協定の締結に向け、世田谷区・周辺町会・消防署等との情報
交換の実施
　以上、快適な学生生活がおくれるような環境づくりにむけ
て活動した。



委員会名：学生部委員会（厚木キャンパス）　　委員長：馬場　正 提出日 平成28年1月29日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 進捗 (仮)最終報告 達成度を判断する指標 課題及び改善事項

（平成27年6月当初計画) （平成27年10月末） （平成28年1月末) 平成28年度への継続有無

【背景・目標】

新学生会館の本年度完成を前に、「中味」の
充実を図るため、農友会厚木支部総務部、統一本
部、全学応援団、さらに同好会などに所属する学
生と緊密に連絡をとりながら、新しい「器」にど
のような「中味」を注ぎ込めるのかを検討する。

農友会大会やリーダースキャンプ、部定例などの
会議を通じて、各部に対して学生会館の全容を紹
介し、積極的な利用を呼び掛けた。現在、11月
（収穫祭終了後）からの本格利用に向けて、備品
類の搬入、部屋割、引越作業が順調に進んでい
る。収穫祭期間中は、１階を開放して、各学科統
一本部の神輿、櫓の写真展を開催した。

一部

学生会館完成にともない、備品の搬入、引っ越しのほか、規約・
利用手続きの変更など煩雑な作業を余儀なくされたが、担当学生
の献身的な努力と教職員のサポートにより滞りなく終了すること
ができた。完成後の学生会館では日常的な利用はもとより、収穫
祭期間中の展示、収穫祭後のセミナー・懇親会（7件、述べ450
名）、連携協定を結んでいる複数の自治体との交流会（2件）など
多くのイベントが開催された。また1階には大学構内には珍しい焼
き立てパンを提供する店が入り、学生の食環境の改善に大いに役
立っている。

【背景・目標】

本年度９月末予定の新学生会館竣工にともな
い、新しいスタイルでの収穫祭開催となる。それ
までの間、また竣工後において、収穫祭や課外
活動が滞りなく順調に行われるよう努める。

学生会館竣工までの間、収穫祭の準備や課外活動
を滞りなく進めることができた。仮学生会館が学
生の動線から外れているために、とくに新入生勧
誘活動に支障をきたすことが考えられたが、例年
に加えて新しい勧誘活動時間を設定するなどに取
り組んだため、例年通りの部員確保ができた。

一部

収穫祭入場者数は18,193名で数字上は前年より11,924名減となっ
たが、これは入場者数カウント方法の変更に伴うものである。本
年度が実数に近い数字と考えている。学生会館および会館前広場
を有効に利用することで、来場者がゆったりと過ごせる空間が確
保できた。例年収穫祭実行本部にはクレームが多く寄せられる
が、本年度はほぼ皆無であったことからも来場者の満足度が高
かったことが伺える。課外活動も、仮学生会館から新学生会館へ
の移行を滞りなく行うことができ、現在まで順調にきている。

【背景・目標】
厚木の地にキャンパスが開設されてから10年を超
えた。今では地域のイベントの主催者から、部、
同好会に応援演奏、出張演舞などの依頼がくるよ
うになった。地元との関係をさらに親密にし
て、依頼があったときは必ず、またこちらからも
積極的な提案を行って、地域に愛される農大の実
現に向けて取り組む。厚木、さらに神奈川のイベ
ントに農大がないとさびしい、と思わせられるよ
う、地域に開かれた課外活動を推進する。

新学生会館を地域住民との交流の場として位置づ
け、その役割を学生に周知した。イベントなどを
活発に行うことを念頭に、自主的活動に取り組み
やすように利用規約を定めていく。最初のイベン
トとして、学生会館落成式祝賀会に、周辺自治会
長をお招きし、YOSAKOIソーラン部の演武を行っ
た。

一部

本年度各部が行った学外活動は、総数139件（2016年1月末現在）
で、昨年度とほぼ同様の件数であった。地域に開かれた課外活動
が定着し、安定して実施されていることを裏付ける。一方今まで
学生教職員のみが対象だったイベントを、地域住民にも参加を呼
び掛ける試みも始まった。学生会館が交流の場となるよう利用規
約を定めたので、今後のさらなる推進に期待がもてる。

4

評価

【活動計画のテーマ１】新学生会館の「中味」を充実させるための利用計画案の作成

・新学生会館でのイベント、展
示会の開催回数、参加人数な
ど。

5

平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

【活動計画のテーマ2】新学生会館建設中・竣工後に収穫祭や課外活動を停滞させないための施策

・収穫祭における入場者数 4

【活動方針】学生交流の場となる新学生会館の本年度完成（９月末予定）に向けて、「中味」の充実を図るべく利用計画を立案する。また新学生会館建設中に懸念される収穫祭などの課外活動が停滞しないよう注視する。さらに地域に愛される農大の実現に
向けて、地域に貢献できる課外活動を推進する。これらの方針を実行するためには、学生とのコミュニケーションが重要であり、情報交換の場に積極的に関与する。

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。
２　方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。

【活動計画のテーマ3】 課外活動を通じた「地域に愛される」農大の実現

・イベント参加数



平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

委員会名：生物産業学部　学生委員会　　委員長：吉田　穂積 提出日 平成28年　1月　27日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 (仮)最終報告 達成度を判断する指標 課題及び改善事項

（平成27年6月当初計画) （平成27年10月末） （平成28年1月末) 平成28年度への継続有無

【背景・目標】
オホーツクキャンパスは、その立地条件から学生の自家用
車による通学を認めている。しかし、車の利用は、利便性
向上の反面、交通事故などのリスクも有する。特に在学学
生の年齢上、免許取得後の運転技術の未熟な学生が多い
上、冬期には暴風雪等の厳しい道路状況下での通学も余儀
なくされることもある。このことを踏まえて、平成26年度
活動に引き続き平成27年度においても学生の通学の安全
を確保する目的で交通事故防止や冬場の自然災害に対
する備えの講習等の開催を行うことを目標とする。

これまでの学生に対する交通安全対策としては、学内自動
車・二輪車乗り入れ学生に対して網走警察署を始め学外から
の講師を招きこれまでに3回の講習会を実施(内2回を必ず受
講）した。また、交通マナーの遵守状況を把握するために学
内における車両チエックも7月/10月の二回にわたり実施し
た。残念ながら4月に課外活動にともなう交通事故が発生し
たことから、10月に学生委員会より「課外活動における送迎
及び遠征大会などの参加移動に伴う自家用車での乗り合い指
針」を策定し教職員及び学生に周知した。また、セーフテー
ラリーへの参加呼びかけも実施した.
現在、冬における防災対策セミナー開催について検討してい
る。

一部

【背景・目標】
前年度の活動計画にも上げられていたようにオホーツク
キャンパスのほとんどの学生が親元を離れて一人暮らしを
している。近年は、他者との関係性をよく理解することが
不得意な学生が増えている一方、利便性が高く、手軽なコ
ミニュケーションツールになっている携帯電話やコン
ピューターよる事件への関与や被害を受けるなどの問題も
多くなっている。　本委員会では不慣れな地域での一人
暮らしでトラブルに巻き込まれる可能性があること
を学内での注意喚起を促すと共に、その防止策も含め、
前年同様に外部の専門家によるレクチャー等を実施するこ
とを目標とする。

特に、網走での初めての一人暮らしを開始する1年生に対し
て、「フレッシュマンセミナー」の一部の時間を活用し、外
部講師も含めレクチャー等を実施した。

済

【背景・目標】

本学は、自己だけでなく地域などのキャンパス外の周囲の
人々と協調し活動することで、心身の健全な成長や様々な
人間力アップに繋がるとの観点から課外活動を推奨してい
る。オホーツクキャンパスでも、農友会活動などの課外活
動を通じ、収穫祭や学内各種イベントへ積極的に参加を促
し、勉学以外での人格形成アップに努めている。平成26年
度にはオホーツクキャンパスにおいて市民交流型の体育祭
を実施した。このことを踏まえ平成27年度においては教学
サイドと共に、より一層市民との交流を行える活動
の場所や機会を増やす取り組みを行うことを目標とす
る。

本年度の1年生科目である「共通演習」を活用し、第一回網
走マラソンへのボランティア参加、収穫祭各実行本部へのボ
ランティア参加を実施し網走市民の方々との交流を実施し
た。
　体育祭は残念ながら前日の雨の為に中止となったが、収穫
祭は、本年度よりオホーツク収穫祭との銘打ち、7,112名の
地域方々の来場があり交流をはかった。

これまで以上に学生・教職員が交流をはかれるように、これ
まで未整備であった構内でのBBQ実施条件を学生委員会で検
討し、実施場所及び実施時期などを明示し、学内に周知し
た。

一部

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

進捗

・各学生組織への所属学生数
の把握。
・収穫祭および体育祭、各種
学内イベントへの学生参加者
数の把握。
・収穫祭および体育祭への一
般市民参加者数の把握。
・各種イベント実施後の運用
状況の点検と課題点について
の確認。

4

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。
２　方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。

評価

【活動計画のテーマ１】自然災害や交通事故等から学生を守る
これまでの学生に対する交通安全対策としては、学内
自動車・二輪車乗り入れ学生に対して網走警察署を始
め学外からの講師を招きこれまでに3回の講習会を実
施(内2回を必ず受講）した。また、交通マナーの遵守
状況を把握するために学内における車両チエックも7
月/10月の二回にわたり実施した。残念ながら4月に課
外活動にともなう交通事故が発生したことから、10月
に学生委員会より「課外活動における送迎及び遠征大
会などの参加移動に伴う自家用車での乗り合い指針」
を策定し教職員及び学生に周知した。また、セーフ
テーラリーへの参加呼びかけも実施した.12月には、
北見日赤看護大の根本教授による冬における防災対策
セミナー開催を1年生を対象に実施した。

・車両乗り入れ許可登録学生
のチェック。
・未登録車両のチェック時の
登録。未登録車両数の把握と
未登録学生への指導。
・学内で実施した各種交通安
全講習会等の出席数の把握。
・セーフティーラリーへの参
加者数ならびに到達者数の把
握。

4

【活動方針】これまで取り組んできた「学生に愛される農大」をさらに充実させるために、学生の自立や自己実現を促し、さらに、学生生活における様々な問題発生の未然防止やその対応、また学生サービスの向上、学生生活における指導、事件・事故への対
処などを地域とともに、学生支援体制の充実を計る。そのため、学生委員会を中心に各種情報の収集・伝達、各活動計画の実施に向けて活動する。

オホーツクキャンパスに学ぶ学生の
身の安全を図るためにH27年度活動
を設定し活動を行ったが、残念なが
ら交通事故を０とすることはできな
かった。これは、学生一人一人が自
動車を運転する際に交通社会人とし
ての意識がまだ足りないためである
と考える。このことから、次年度以
降も一人一人の学生が交通社会人と
しての責任があることを意識できる
ようにし、事故のリスクを軽減させ
るための対応を引き続き実施してい
きたい。

【活動計画のテーマ2】事故・事件防止・学生生活に関する学外機関や学外者との連携の強化

【活動計画のテーマ3】農友会・同好会活動ならびに課外活動の積極的支援と市民との交流
　本年度の1年生科目である「共通演習」を活用し、
第一回網走マラソンへのボランティア参加、収穫祭各
実行本部へのボランティア参加を実施し網走市民の
方々との交流を実施した。体育祭は残念ながら前日の
雨の為に中止となったが、収穫祭は、本年度よりオ
ホーツク収穫祭との銘打ち、7,112名の地域方々の来
場があり交流をはかった。これまで以上に学生・教職
員が交流をはかれるように、これまで未整備であった
構内でのBBQ実施条件を学生委員会で検討し、実施場
所及び実施時期などを明示し、学内に周知した。12月
末には市内青年団体連絡協議会よりLEDイルミネー
ションを借用し、校内においてLEDイルミネーション
の装飾を行い、冬季における早い日没で沈みがちなる
心を癒す試みに挑戦した。

本年から共通演習を活用し、網走マ
ラソンボランティア・収穫祭等の学
生と市民との交流がこれまで以上の
レベルで行われ、市民の方々からも
高評価を得た。しかしながら、初め
ての試みで有ったことから実施まで
に種々のアクシデントなども生じた
ことから、次年度に向けては、本年
度の課題を総点検し、より充実した
活動になるように早期より学生や教
職員への周知を行い活動を継続させ
たいと考えている

特に、網走での初めての一人暮らしを開始する1年生
に対して、「フレッシュマンセミナー」の一部の時間
を活用し、外部講師も含めレクチャー等を実施した。
また、当学部で現在実施しているアルバイト紹介につ
いても、紹介学生がアルバイト先での事故や事件に巻
き込まれるリスクを軽減させることを目的に紹介基準
や方法についての見直しを行った。

・各説明会への参加人数の把
握
・キャンパス内における学生
による事件・事故の発生状況
の把握

3

活動内容はこれまでの取り組みと同
様な内容であった。また、特に一人
暮らしによる大きな事件・事故の発
生はなかったが、時代の進展ととも
に、新たな危険要因が起こることか
ら、それらの問題に迅速対応出来る
活動を構築していく必要があると考
える。次年度に向けては、1年生科
目であるフレシュマンセミナーと共
通演習を統合的に活用した取り組み
が計画されていることから、この中
に本活動を組み込み活動を継続した
い。



委員会名：総合研究所　　　委員長：渡邉　文雄 提出日 平成28年3月31日

平成27年度のテーマ・活動目標 中　間　報　告 最終報告 達成度を判断する指標 課題及び改善事項

（平成27年6月当初計画) （平成27年10月末） （平成28年3月末) 平成28年度への継続有無

【背景・目標】

各所管で作成、管理している研究費の使用に係る
各種事務手引き等のリスト化（一覧表化）と掲
載場所情報の付加による研究者へのナビゲート
機能の強化

平成２７年４月１４日開催の公的研究費適正管理委員
会で、「東京農業大学・東京農業大学短期大学部にお
ける研究活動の適正な執行のための関連文書一覧」
（別紙参照）を大学ホームページに掲載して周知を図
ることを決定し、掲載を行った。このことにより構成
員が本学のルール等の体系を確認することができるよ
うになると共に、学外に対する透明性を高める第一歩
となったものと思われる。

済

【背景・目標】

エコテクゾーンエリア全体の今後の方向性を踏
まえ、外部資金の導入により新たな研究基盤の構築を
目指す。

現在、リサイクル研究センターの運用方法、エコテク
グリーンハウス内の植物工場の活用等について、学内
外の関連部署・団体・会社等と調整を図っており、平
成２８年度当初予算に向けて一部方向性の提案を行う
予定である。

○

平成27年度　全学審議会設置委員会「活動計画書」（報告）

【活動方針】５年先を見据えた総合研究所の基本方針を以下のように定め、それぞれの実現に向けた具体的なテーマを年度ごとに設定して、達成のための行動を順次行う。更にその達成度を点検・評価し、次年度のテーマ設定にフィードバックして行く（２
年目）。
（１）「研究で評価される農大」に向けた取組み
　　　①研究者サポート体制の強化
　　　②農大らしい研究プロジェクトの企画・推進
　　　③総合研究所の本学における研究牽引機能の強化
　　　④研究遂行上のリスク管理体制の構築・維持
　　　⑤既存施設の有効活用による研究力・発信力の向上・強化
（２）「地域に貢献する農大」、「社会・産業に貢献する農大」に向けた取組み
　　　①本学の研究成果を社会に還元するためのサポート機能の強化
　　　②総研研究会、実践総合農学会活動の活性化推進と本学の研究力向上への活用

進捗 評価

【活動計画のテーマ１】研究費の適正使用に向けた研究者サポート体制の強化＜基本方針の（１）①に対応＞

・研究費の使用に係る手引き等をリス
トアップできたか。
・適切な掲載場所を決定できたか。
・手引き等の一覧表と所在情報を掲載
できたか。

5 継続無

【活動計画のテーマ2】エコテクゾーンの有効活用のための「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」等
補助事業の採択に向けた研究戦略の立案＜基本方針の（１）の①⑤に対応＞

・小学校の建設に伴う大学全体の施設再整備計画の
　関係で、エコテクゾーンエリアにも一部他の施設
　が移設される計画が示され、同エリアの有効活用
　案の検討の進捗が遅れることとなったが、エコテ
　クグリーンハウス内の植物工場施設については、
　総研研究会内に「植物工場研究部会」が設置され
　（平成２７年７月）、研究推進のソフト面での基
　盤が構築できた。
・３月中にエコテクゾーン利用研究者とのミーテ
　ィングを行い、今後の方向性について議論し、調
　整を図る予定である。

・学長の方針を確認し、再整備案の立
案に着手できたか。
・現在エコテクゾーンを研究で利用し
ている研究者との調整が図られたか。
・共同研究・受託研究等を視野に入れ
た再整備案が立案できたか。
・平成２８年度からの実施に向け、学
内的なオーソライズが図られたか。

3 継続有



【背景・目標】
平成２７年度一杯で３年間の継続研究期間が終了する
大学院重点化プロジェクトについて、現状のメ
リットとデメリットを検証し、平成２８年度以降の
有効な実施方法を検討・立案する。

現在、総研部長会で所長を中心に検討を進めており、
平成２８年度当初予算に向けて方向性の提案を行う予
定である。

○

【背景・目標】
平成２７年４月１日付で利益相反行為防止規程が施行
され、利益相反委員会のもと、本学においても産官学
連携活動に伴う利益相反のマネジメントが開始され
る。総合研究所は利益相反マネジメントの相談窓口と
なり、教職員からの自己申告の受付窓口となる。ポリ
シーや規程は整備されたが、実際にマネジメントを開
始すると予想できなかった事案が出てくることも十分
予想されるので、利益相反という考え方が無理なく円
滑に本学に根付き、マネジメントが規制強化ではな
く、大学の社会貢献につながる産官学連携活動をより
活性化させる方向に向かうよう、試行錯誤しながら委
員会活動のサポートを行っていく。

・４月下旬に第１回委員会を開催し、基本方針及び申
　告書様式・フォーマット等の確認、今年度のマネジ
　メントスケジュールの確認並びに外部有識者の選任
　等を行った。
・５月上旬にホームページを通じて利益相反ポリシー
　の公開を行うと共に、利益相反に関する各種書類を
　教職員ポータルの文書管理に掲載した。
・５月中旬に教職員に対する説明会を２回開催し、利
　益相反に関する啓蒙及び周知を行った後、利益相反
　に関する教職員からの申告受付を開始した。
・６月中旬に申告を締切った結果、申告すべき事項の
　有無を聞いたアンケートの回答者は632名（休職中
　の１名を除き回答率100％）、内申告すべき事項有
　と回答した者が66名であった。
・６月下旬に第２回委員会を開催し、66名からの申告
　内容を確認し、妥当な申告内容であることを確認し
　た。その後平成２６年度分の申告状況として、ホー
　ムページを通じて情報公開を行った。

一部

【活動計画のテーマ3】大学院重点化プロジェクトの検証と見直し＜基本方針の（１）②③に対応＞

・総研部長会において議論・検討を行い、
  従来のように各専攻に配分する形では
  なく、公募型とすること、また公募の
  方法も「完全公募型」と「課題提示公
  募型」の２種類とし、あらかじめ研究
  戦略会議で本学の取組みとしてふさわ
  しい課題の大枠を検討した上で提示し、
  参加者を募る新しい公募方法も取り入
  れることを提案し、副学長（研究担
  当）、学長の了解を得て、平成２８年
  度予算に「大学院先導的実学研究プロ
  ジェクト」として計上することができ
　た。
・また新たに、大学院生の国際学会や
  ワークショップでの発表を支援する
  「大学院生海外研究発表支援プロジ
  ェクト」も同時に立ち上げることが
  決定した。

・研究成果の評価が検証できたか。
・予算執行上の懸案事項が検証できた
か。
・改善案を検討・立案できたか。
・改善案について学長の了解を得られ
たか

5 継続無

《進捗凡例》　済：（実施済み），　一部：（一部実施済み），
             ○：（仕掛かり中），　×：（未着手），
　　　　　　　変更：（課題の変更・見直し），　追加：（追加課題），　継続：（次年度継続）

《評価凡例》「達成度を判断する指標」に照らし、評価を「5～1」で記載してください。
５　方針に基づいた活動ができ、目標に対する達成度が高い。
４　方針に基づいた活動ができ、目標が概ね達成できた。
３　方針に基づいた活動ができた。
２　方針に基づいた活動を行ったが、目標に対する達成度が不十分で、改善すべき点が多い。
１　方針に基づいた活動ができず、目標に対する達成度が不十分。

【活動計画のテーマ4】利益相反マネジメントび導入に伴う円滑な委員会サポート体制の構築＜基本方針の（１）④に対応＞

・厚生労働科研費の申請には、平成２７年
　度分の申告に対するマネジメントが求め
　られるので、該当課題についてのみ前倒
　しで申告を受け付け、必要に応じて第３
　回の委員会を開催する予定である。
・厚生労働科研費以外の平成２７年度分の
　申告受付については、３月中に日程等を
　検討し、平成２８年４月以降にスムーズ
　な実施が行えるよう準備を行う予定であ
　る。

・説明会を実施できたか。
・簡便かつ円滑な申告方法を構築でき
たか。
・平成２６年度分の申告手続きを受け
付け、委員会に回付できたか。
・委員会との円滑な連携ができたか。

5 継続無
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